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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成27年7月23日(2015.7.23)

【公開番号】特開2014-241569(P2014-241569A)
【公開日】平成26年12月25日(2014.12.25)
【年通号数】公開・登録公報2014-071
【出願番号】特願2013-124172(P2013-124172)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   5/232    (2006.01)
   Ｇ０６Ｔ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ    5/232    　　　Ｚ
   Ｇ０６Ｔ    1/00     ３４０Ａ
   Ｇ０６Ｔ    1/00     ３４０Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成27年6月8日(2015.6.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像して得られた第１の画像を出力する第１の画像出力手段と、
　撮影者を撮像して得られた第２の画像を出力する第２の画像出力手段と、
　前記第１の画像と前記第２の画像を合成し、検出用画像を生成する第１の合成処理手段
と、
　前記検出用画像から被写体の領域を検出する検出手段と、を有することを特徴とする画
像処理装置。
【請求項２】
　前記第１の画像と前記第２の画像を合成し、前記検出用画像とは異なる画像であって、
表示手段に表示するための表示用画像を生成する第２の合成処理手段をさらに有すること
を特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　被写体を撮像して前記第１の画像を生成する第１の撮像手段と、
　撮影者を撮像して前記第２の画像を生成する第２の撮像手段と、
　前記第１の画像と前記第２の画像をリサイズする変倍処理手段と、をさらに有すること
を特徴とする請求項１または２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記変倍処理手段は、前記第１の画像を前記検出手段による検出処理が可能なサイズに
リサイズする第１の変倍処理手段と、前記第２の画像を前記検出手段による検出処理が可
能なサイズにリサイズする第２の変倍処理手段と、を有し、
　前記第１の合成処理手段は、前記リサイズされた第１の画像と第２の画像を合成して、
前記検出用画像を生成し、
　前記第２の合成処理手段は、前記リサイズされた第１の画像と第２の画像を合成し、表
示手段に表示するための表示用画像を生成することを特徴とする請求項３に記載の画像処
理装置。
【請求項５】
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　前記第１の変倍処理手段による第１の画像のリサイズ率と、前記第２の変倍処理手段に
よる第２の画像のリサイズ率とが異なることを特徴とする請求項４に記載の画像処理装置
。
【請求項６】
　前記第１の画像のリサイズ率は、前記第２の画像のリサイズ率より大きいことを特徴と
する請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記第１の画像のリサイズ率は、前記第２の画像のリサイズ率より小さいことを特徴と
する請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記第１および第２の合成処理手段は、前記第１の画像に前記第２の画像を合成するた
めの空き領域があるか判定し、
　前記空き領域がある場合には、当該空き領域に対して前記第２の画像を重畳し、
　前記空き領域がない場合には、所定の評価値に基づいて前記第１の画像に含まれる主要
被写体を決定し、当該主要被写体を含まない領域に対して前記第２の画像を重畳すること
を特徴とする請求項２ないし７のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記検出手段は、人物の顔領域または人体領域を検出し、
　前記所定の評価値とは、前記検出手段により検出された人物の顔領域または人体領域の
大きさであることを特徴とする請求項８に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記検出手段は、人物の顔領域または人体領域を検出し、
　前記所定の評価値とは、前記検出手段により検出された人物の顔または人体領域の位置
であることを特徴とする請求項８に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　被写体を撮像して得られた第１の画像を出力する第１の画像出力手段と、撮影者を撮像
して得られた第２の画像を出力する第２の画像出力手段と、を有する画像処理装置の制御
方法であって、
　前記第１の画像と前記第２の画像を合成し、検出用画像を生成する合成処理ステップと
、
　前記検出用画像から被写体の領域を検出する検出ステップと、を有することを特徴とす
る制御方法。
【請求項１２】
　コンピュータを、請求項１ないし１０のいずれか１項に記載された画像処理装置の各手
段として機能させるためのプログラム。
【請求項１３】
　コンピュータを、請求項１ないし１０のいずれか１項に記載された画像処理装置の各手
段として機能させるためのプログラムを格納した記憶媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明の画像処理装置は、被写体を撮像し
て得られた第１の画像を出力する第１の画像出力手段と、撮影者を撮像して得られた第２
の画像を出力する第２の画像出力手段と、前記第１の画像と前記第２の画像を合成し、検
出用画像を生成する第１の合成処理手段と、前記検出用画像から被写体の領域を検出する
検出手段と、を有する。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　第１の合成処理部１５０および第２の合成処理部１５１は、メモリ１０２から入力した
アウトカメラ画像１２５およびインカメラ画像１３５の２枚の画像を１枚の画像に合成し
、合成した画像をメモリ１０２に出力する。第１の合成処理部１５０は、被写体の顔を検
出するための顔検出部１６０に出力する顔検出用画像１９１を生成する。第２の合成処理
部１５１は、Ｄ／Ａ変換部１０３を介して表示部１０４に表示するための表示用画像１９
２を生成する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　顔検出部１６０は、メモリ１０２から入力した顔検出用画像１９１に含まれる被写体と
しての人物の顔の数、顔の位置、顔の大きさを検出し、その顔検出結果をメモリ１０２に
出力する。顔検出部１６０が処理可能な画像のサイズは６４０ｘ４８０である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　５０２は、顔検出用画像１９１に含まれる人物の顔領域の推移を示す。斜線の領域は、
顔検出用画像１９１に含まれる人物の顔領域を示す。
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